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労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

一

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー

ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造

し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア

ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
講
習
科
目
を
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た
特
定
化
学
物
質

及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
以
下
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」
と
い

う
。
）
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正

一

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了

し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
当
該
講
習
か
ら
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習



を
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正

一

特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
等
の
選
任

１

特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
別

有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
作
業
に
あ
っ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す

る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
当
該
講
習
か
ら
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
も
の
と
す
る
こ

と
。

２

事
業
者
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の

作
業
の
う
ち
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
つ
い
て
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
修
了
し

た
者
の
う
ち
か
ら
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
の
職
務

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



１

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は
こ
れ
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
、
作
業
の
方
法

を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮
す
る
こ
と
。

２

全
体
換
気
装
置
そ
の
他
労
働
者
が
健
康
障
害
を
受
け
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
の
装
置
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご

と
に
点
検
す
る
こ
と
。

３

保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

三

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
の
講
習
等

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
学
科
講
習
に
係
る
規
定
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正

一

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
金
属
ア
ー
ク

溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
五

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
の
１
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

１

第
四
の
一
に
お
い
て
追
加
す
る
区
分
に
つ
い
て
、
法
第
十
四
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
届
出
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。




